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（千円）

64,923 65,362 65,413 65,674 65,919 327,291

39,917 40,237 40,559 40,884 41,212 202,809

29,121 29,352 29,585 29,820 30,055 147,933

59,804 68,485 72,959 76,974 80,194 358,416

4,500 4,500 4,500 3,000 3,000 19,500

13,239 19,797 23,376 26,118 28,780 111,310

0 0 0 0 0 0

控除収益 ③ 32,958 32,931 32,904 32,876 32,848 164,517

178,546 194,802 203,488 209,594 216,312 1,002,742

1,314,137

1,210,337

1,106,542

1,060,867

1,002,742

＊算定期間5年間（R8年～R12年）の合計値を算出

総括原価（資産維持費算入後）

（資産維持率3％）

（資産維持率2％）

（資産維持率1％）

（資産維持率0.56％）

（資産維持率0％）

資産維持率 R8 R9 R10 R11 R12

営業費用
①

資本費用
② 資産維持費

減価償却費

資産減耗費

支払利息

（資産維持費算入前）総括原価①＋②－③

総係費等

配水及び給水費

原水及び浄水費

合計

【総括原価の算定（企業債借入率80％） 】
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料金算定期間（5年間）において、
総括原価と均衡を保つよう水道
料金を設定する。

※ 資産維持率は、創設時期や施設の更新状況を勘案して各水道事業者が決定する。
（上記は参考として例示）

前提条件を満たす最小値

１．前回の振り返り 【料金水準の算定】
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実績値 予測値
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※経常収支が１００％以上を確保できている場合に〇

⑤資産維持率3％（平均改定率70％）→〇

④資産維持率2％（平均改定率56％）→〇

③資産維持率1％（平均改定率43％）→〇

②資産維持率0.56％（平均改定率37％）→〇

①資産維持率0％（平均改定率30％）→ ×

【経常収支比率（企業債借入率80％）】
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実績値 予測値

資金の確保（事業収益1年分）

②資産維持率0.56％（平均改定率37％）→〇

⑤資産維持率3％（平均改定率70％）→〇

④資産維持率2％（平均改定率56％）→〇

③資産維持率1％（平均改定率43％）→〇

①資産維持率0％（平均改定率30％）→ ×

※資金残高が事業収益１年分以上確保できている場合に〇

【資金残高】

※ 資産維持率は、各水道事業者の創設時期や施設の
更新状況を勘案して決定する。（上記は参考として例示）

経常収支比率100％（黒字と赤字の分岐）

１．前回の振り返り 【料金水準の算定】



【家庭用、メーター口径φ13mm、2ヶ月の使用水量40m3（税込）の場合】
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備中エリア平均 6,512円（R6.4月時点）
備中エリア平均 6,845円（R8.4月時点）

備前エリア平均 6,315円（R6.4月時点）
備前エリア平均 6,340円（R8.4月時点）

美作エリア平均 8,279円（R6.4月時点）

【県内市町村の水道料金の比較（企業債借入率80％）】

※改定後の料金は、目安であり次回以降の審議における料金体系の設定
（基本料金・従量料金の配賦）により変動します。

１．前回の振り返り 【料金水準の算定】



・企業債借入率について
借入率80％と70％とを比較すると、長期的な視点で財政状況を考慮した場合、いずれの借入率も大

差はないため、今回は、現状の借入率80％を維持し、収支の比率や資金残高を改善していくことが妥当
である。

・資産維持率について
資産維持率を高く設定すると、財政面は安定するが、料金の改定が大きくなるため、使用者の負担が増

加する。一方で、資産維持率を0.56％とした場合、財政的な余裕が乏しく、物価変動が懸念される中で
災害や道路陥没等のリスクを未然に防止する観点からは十分とは言い難い。

これらを総合的に勘案した結果、水道施設の適切な維持管理を継続的に行うためにも、資産維持率は
1％程度が妥当である。
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１．前回の振り返り 【料金水準の算定】

意見の総括

企業債借入率 80％を上限とする。
資産維持率1％ を総括原価として算入する。

（料金平均改定率 43％ 相当）

料金改定案



１．前回の振り返り 【料金体系の検討】
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用途 区分 使用水量 料金

家事営業用 基本料金 1箇月　10m3まで 770円

1箇月　10m3を超え30m3まで 103円

1箇月　30m3を超え50m3まで 117円

1箇月　50m3を超え100m3まで 131円

1箇月　100m3を超えるもの 145円

臨時用 1m3につき 262円

超過料金

1m3につき

（税抜）

用途別

安

高

逓増型

・水道料金体系について
水道料金体系の種類には「用途別」と「口径別」の二種類があるが、用途別から口径別へ移行した場合、

水道料金が大きく変動し、利用者間の料金格差が拡大するおそれがある。
よって、現行の「用途別」の料金体系を維持し、料金単価のみを改定することが妥当である。

意見の総括

【早島町の水道料金表】

水道料金体系のシステムは変更せず、料金単価のみを改定する。



１．前回の振り返り【水道料金の算定フロー】

【現況把握】
• 経営分析
• 料金比較

【財政計画の見直し】
• 水需要予測
• 財政シミュレーション

【料金体系の設定】
• 総括原価の分解
• 総括原価の準備料金及び水量

料金への配分
• 総括原価の配賦

【料金表の確定】
・ 料金表の確定
・ 料金改定の時期の検討【料金水準の算定】

• 総括原価の内訳整理
• 資産維持費の算定

第1回審議事項 第3回審議事項

8第2回審議事項

第4回以降審議事項



【改定案による総括原価】
資産維持率（1％）

１．前回の振り返り 【料金改定案による総括原価】
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2．料金体系の設定

【全体フロー】

①総括原価の分解 ②総括原価の配分 ③総括原価の配賦

①総括原価の分解：総括原価を性質ごとに、需要家費、固定費、変動費に分解する。
②総括原価の配分：需要家費、固定費、変動費を準備料金（固定的な料金）、水量料

金（変動的な料金）に配分する。
③総括原価の配賦：準備料金を基本料金に、水量料金を従量料金に配賦する。

※急激な変動を緩和するため、適当な緩和措置を講ずることができる。
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総括原価 固定費

需要家費

変動費

準備料金

水量料金

①総括原価

の分解

②総括原価

の配分

基本料金

従量料金

③総括原価

の配賦

出典元：水道料金算定要領（公益社団法人 日本水道協会）

（控除前）
（控除収益の控除）



総括原価 固定費

需要家費

変動費

準備料金

水量料金

①総括原価

の分解

②総括原価

の配分

基本料金

従量料金

③総括原価

の配賦

①総括原価の分解 ②総括原価の配分 ③総括原価の配賦

２．料金体系の設定 【①総括原価の分解】

【①総括原価の分解】
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（控除収益の控除）
（控除前）



「需要家費」：水道使用量とは関係なく、需要家（使用者）が
存在することによって発生する費用
（人件費の一部、検針委託費等）

「固定費」 ：水道使用量とは関係なく、施設を維持していくため
に固定的に必要となる費用

（委託費、修繕費、人件費、減価償却費、
資産減耗費、支払利息、資産維持費 等）

「変動費」 ：概ね水道使用量の増減に比例して必要となる費用
（受水費、動力費）

総括原価

２．料金体系の設定 【①総括原価の分解】

総括原価を性質ごとに、需要家費、固定費、変動費に分解する。

【総括原価の分解の基本的考え方】

12

（控除前）



【総括原価の分解（分解結果）】
• 公益社団法人日本水道協会発刊の「水道料金算定要領」に従い、2026（令和8）

年度～2030（令和12）年度の総括原価を、需要家費、固定費、変動費に分解し
た結果を示します。

２．料金体系の設定 【①総括原価の分解】
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（千円）

需要家費合計 10,123

固定費合計 915,762

変動費合計 345,174

合計 1,271,059

項目 合計（5年間）

総括原価（控除前）
1,271,059千円

（千円）

合計

需要家費 固定費 変動費 （R8～R12）

原水及び浄水費 受水費 ● 327,291

管理・事務費 ● 401

委託費 ● 97,170

動力費 ● 17,883

修繕費 ● 87,355

人件費（賞与引当金等繰入額） ● 7,590

人件費（その他） ● 91,653

管理・事務費（保険料） ● 1,408

管理・事務費（その他） ● 35,600

委託費（検針料） ● 1,125

委託費（その他） ● 4,427

その他 ● 6,130

減価償却費 ● 358,416

資産減耗費 ● 19,500

● 111,310

● 103,800

1,271,059

項目
総括原価の区分

計

資
本
費
用

資産維持費（1％）

支払利息

営
業
費
用

配水及び給水費

総係費等

『配給水部門費』

『配給水部門費』

『配給水部門費』

『配給水部門費』

『配給水部門費』

『配給水部門費』

『配給水部門費』



総括原価 固定費

需要家費

変動費

準備料金

水量料金

①総括原価

の分解

②総括原価

の配分

基本料金

従量料金

③総括原価

の配賦

２．料金体系の設定 【②総括原価の配分】

【②総括原価の配分】

①総括原価の分解 ②総括原価の配分 ③総括原価の配賦
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（控除前）
（控除収益の控除）



需要家費

固定費

変動費

「準備料金」：
使用水量とは関係なく
水道事業が給水準備の
ために必要な原価

全額を準備料金として配分

準備料金と水量料金に配分

全額を水量料金として配分

「水量料金」：
各水道使用者の使用水
量に対応して必要とさ
れる原価

基本料金で
回収する費用

従量料金で
回収する費用

２．料金体系の設定 【②総括原価の配分】

【総括原価の配分の基本的考え方】

需要家費、固定費、変動費を準備料金（固定的な料金）、水量料金（変動的
な料金）に配分する。
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控除収益の控除※

※公益社団法人日本水道協会発刊の「水道料金改定業務の手引き」（H29.3）P54の記載に従い、固定費の合計額から控除収益を
差し引くこととします。



【固定費の配分】
固定費の配分方法として、「水道料金算定要領」において、4つの配分基準が示されています

が、本検討においては(ⅳ)の配分基準を採用することとします。
なお、(ⅰ)につきましては、口径別料金体系を検討する際に用いる基準であり、本町が採用す

る用途別料金体系では検討対象外としています。また、本町は受水方式であることから、浄水施
設を保有していないため(ⅱ)、(ⅲ)についても検討対象外としています。

採
用

２．料金体系の設定 【②総括原価の配分】

16出典元：水道料金算定要領（公益社団法人 日本水道協会）



（千円）

需要家費合計 10,123

915,762

変動費合計 345,174

合計 1,271,059

合計（5年間）項目

固定費合計

早島町は受水方式であり浄水施設を保有していないため、固定費総額のう
ち「減価償却費」、「資産減耗費」、「支払利息」、「資産維持費」は、
すべて配給水部門費に分類され、準備料金に配分される。

２．料金体系の設定 【②総括原価の配分】

【固定費の配分の結果】
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固定費の配分

準備料金 777,952

水量料金 137,810

合計 915,762

（千円）



【総括原価の配分の結果】

需要家費
10,123千円

変動費
345,174千円

準備料金
648,236千円

（59%）

水量料金
458,306千円

（41%）

777,952千円
（85％）

137,810千円
（15％）

総括原価

1,271,059千円

２．料金体系の設定 【②総括原価の配分】
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固定費
638,113千円

915,762千円 △164,517千円

固定費
113,132千円

固定費 控除収益

△139,839千円
（85％）

△24,678千円
（15％）

【総括原価】
（控除後）

1,106,542千円

（控除前）



総括原価 固定費

需要家費

変動費

準備料金

水量料金

①総括原価

の分解

②総括原価

の配分

基本料金

従量料金

③総括原価

の配賦

２．料金体系の設定 【③総括原価の配賦】

【③総括原価の配賦】

①総括原価の分解 ②総括原価の配分 ③総括原価の配賦
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準備料金を基本料金に、水量料金を従量料金に配賦する。
※急激な変動を緩和するため、適当な緩和措置を講ずることができる。

（控除前）
（控除収益の控除）



２．料金体系の設定 【③総括原価の配賦】

準備料金
648,236千円

（59%）

水量料金
458,306千円

（41%）

1,106,542千円

【総括原価の配分結果】

基本料金
648,236千円

（59%）

従量料金
458,306千円

（41%）

1,106,542千円

配賦

【基本的な配分】

基本料金
261,435千円

（34%）

従量料金
513,240千円

（66%）

774,675千円

【現行料金収入の配分状況】
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総括原価を配分した結果、基本的な考え方に基づく配分割合と比較して、
現行料金では基本料金による収入割合が低い状況です。



２．料金体系の設定 【③総括原価の配賦】

【総括原価の配賦の基本的考え方】

総括原価の配分結果により、準備料金を基本料金に、水量料金を従量料金に
配賦するが、急激な変動を緩和することも念頭に置き、次のケース①～④を検
討しています。（料金平均改定率 43％ 相当）

改定案①：基本料金も従量料金もほぼ同じ改定率とする場合
（基本料金改定率 42.90％、従量料金改定率 43.10％）

改定案②：基本料金の改定率を抑え、従量料金の改定率を高くした場合
（基本料金改定率 22.08％、従量料金改定率 53.44％）

改定案③：基本料金の改定率を高くし、従量料金の改定率を抑える場合
（基本料金改定率 63.70％、従量料金改定率 32.44％）

改定案④：基本料金のみ改定し、従量料金は改定しない場合

（基本料金改定率 125.91％、従量料金改定率 0％）

※端数処理の関係で改定率が変動しています。

21



２．料金体系の設定 【③総括原価の配賦】

基本料金
648,236千円

(59%)

従量料金
458,306千円

(41%)

1,106,542千円

【基本的配賦】

774,675千円

【現行】

不足額
331,867千円

基本料金
261,435千円

(34%)

従量料金
513,240千円

(66%)

基本料金
373,479千円

(34%)

従量料金
732,582千円

(66%)

1,106,061千円
平均改定率
42.87％

【改定案①】

基本料金
319,154千円

(29%)

従量料金
786,930千円

(71%)

【改定案②】

基本料金
427,803千円

(39%)

従量料金
678,588千円

(61%)

【改定案③】

基本料金
590,775千円

(54%)

従量料金
513,240千円

(46%)

【改定案④】
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1,106,084千円
平均改定率
42.87％

1,106,391千円
平均改定率
42.87％

1,104,015千円
平均改定率
42.59％

※端数処理の関係で平均改定率が変動しています。
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２．料金体系の設定 【③総括原価の配賦】

※計算方法（例）

改定案① 基本料金 770円（現行）×1.4290＝1,100円
従量料金 103円（現行）×1.4310＝ 147円

117円（現行）×1.4310＝ 167円
131円（現行）×1.4310＝ 187円
145円（現行）×1.4310＝ 207円

【水道料金の改定案（1ヶ月_税抜）】



【県内市町村の水道料金比較（2ヶ月_税込）】
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２．料金体系の設定 【③総括原価の配賦】

改定案①：基本料金と従量料金もほぼ同じ改定率とする場合
改定案②：基本料金の改定率を抑え、従量料金の改定率を高くした場合
改定案③：基本料金の改定率を高くし、従量料金の改定率を抑える場合
改定案④：基本料金のみ改定し、従量料金は改定しない場合

類似団体 里庄町

勝央町



改定案①～④のいずれの配賦方法とするのか。

料金体系の設定案
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料金体系の設定案につきましては、審議会委員の皆様の幅
広いご意見を踏まえて、審議会において決めていただきます。

２．料金体系の設定 【③総括原価の配賦】


